
京都府地域公共交通人手不足等対策事業補助金実施要領 

 

知事は、物価高騰、人材不足等様々な影響を受けている地域公共交通事業者等が事業継続を図るため、生

産性向上、人材確保、労働環境改善、従業員の住宅確保等に要する費用に対し、旅客自動車運送事業におけ

る人材確保支援事業費補助金交付要綱（令和８年３月３日国自旅第 183号。以下「国要綱」という。）、補助

金等の交付に関する規則（昭和 35年京都府規則第 23号。以下「規則」という。）及びこの要領に定めると

ころにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（補助対象事業等） 

第１条 補助の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付対象となる事業者（以

下「補助対象事業者」という。）、補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の交付額

及び補助対象事業の実施期間（以下「補助対象期間」という。）は、別表に定めるとおりとする。 

 

（補助金交付申請） 

第２条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに別記様式第１号による補助金

交付申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。 

（１）補助対象経費の算出基礎資料 

（２）補助対象経費に係る見積書 

（３）当該補助対象経費を対象として国、地方公共団体等が交付決定した補助金（以下「国庫補助金等」と

いう。）を活用している場合は、当該補助金の交付決定通知等の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、交付を受けようとす

る補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63年法律第 108号)及び地方消費税法(昭和 25年法律第 226号)

に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に補助対象経費

に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただ

し、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この

限りでない。 

 

（補助対象事業の内容等の変更） 

第３条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容等に変更が生じたときは、軽微な変更を除き、あらかじめ

別記様式第２号による補助金変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第４条 補助対象事業者は、補助対象事業を事情の変更により中止又は廃止しようとするときは、あらかじ

め別記様式第３号による補助対象事業中止(廃止)承認申請書を速やかに知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

 

（実績報告） 

第５条 規則第 13条に規定する実績報告書は、別記様式第４号によるものとし、補助対象事業の完了の日

から起算して 30日を経過する日又は知事が別に定める日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添

付して提出しなければならない。 

（１）事業の内容がわかる写真、資料 

（２）請求書及び領収書の写し等支出の根拠となる証拠書類 
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（３）国庫補助金等を活用している場合は、当該補助金の実績報告書等の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の経理等） 

第６条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、

その収支状況を明らかにしておくものとする。 

２ 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後

10年間保存しておくものとする。 

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 

第７条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額が確定した場合には、速やかに、別記様式第５号による報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部

の返還を命じることができる。 

 

（補助金の交付の取消及び返還） 

第８条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付

の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること

ができる。 

 （１）補助対象経費について、当該補助金と国庫補助金等を重複して受けたとき 

（２）本要領の規定に違反したとき 

（３）補助金の交付の決定の条件に違反したとき 

（４）補助金交付申請書等に虚偽の記載をしたとき 

 

（財産の処分の制限） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了した後も当該事業により取得し、又は効用が増加した財産

(以下「取得財産」という。)について、別記様式第６号による取得財産管理台帳を備え、善良なる管理者

の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならな

い。 

２ 規則第 19 条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和

40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数とし、同条第２号に規定する知事が定める取得財産は、取得価

格又は効用の増加価格が 50万円以上のものとする。 

３ 補助対象事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の交付の目的に

反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ別記様式第７号による申請書を知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 

４ 知事は、前項の承認を受けた補助対象事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。 

 

（補則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度補助金から適用する。ただし、別表中１及び４の

項については、令和７年 12月 16日から実施した事業について適用する。 



別表（第１条関係） 

事業名称 補助対象事業 補助対象事業者 補助対象経費 補助金の交付額 補助対象期間 

１ 道路旅客
運送業人材確
保対策事業 

(1)国要綱別表
中の「旅客自
動車運送事
業における
人材確保支
援事業費等」
に該当する
事業。ただ
し、公共ライ
ドシェア事
業等の運営
主体以外の
者が申請す
る場合にあ
っては、国要
綱第４条に
基づき、別紙
第１号様式
により交付
申請を行っ
た事業に限
る。 

(1)京都府内を
運行（委託に
よるものを含
む。）する乗合
バ ス 事 業 者
（道路運送法
（昭和 26年法
律第 183 号。
以下「法」とい
う。）第３条第
１号イに規定
する一般乗合
旅客自動車運
送事業（市町
村が運営主体
となっている
事業並びに地
方公営企業法
第２条第１項
第４号に規定
する自動車運
送事業（以下
「公営企業事
業」という。）
を除く。以下
「乗合バス事
業」という。）
を経営するも
のをいう。） 

(2)  京都府内
に営業所又は
事業所を有す
る貸切バス事
業者（法第３
条第１号ロに
規定する一般
貸切旅客自動
車 運 送 事 業
（以下「貸切
バス事業」と
いう。）を経営
するものをい
う。） 

(3)  京都府内
に営業所又は
事業所を有す
るタクシー事
業者（法第３
条第１号ハに
規定する一般
乗用旅客自動
車 運 送 事 業
（以下「タク

補助対象事
業の実施に要
する経費 
ただし、次に

掲げる経費（知
事が必要と認
める経費を除
く）は対象外と
する。 
(1)人件費 
(2)個人給付的
な経費 
(3)(1)または
(2)に掲げるも
ののほか、補助
対象経費とし
て不適当と知
事が認める経
費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助対象経費の
額の２分の１に
相当する額また
は補助対象経費
の額から国庫補
助金等の額を控
除した額のいず
れか少ない額以
内の額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年 12 月
16 日から令和
９年２月 28 日
まで 

(2)整備士資格

取得支援事業そ

の他地域公共交

通の人材確保に

資すると認めら

れる事業。 



シー事業」と
いう。）を経営
するものをい
う。） 

(4)  一般社団
法人京都府バ
ス協会及び一
般社団法人京
都府タクシー
協会 

(5)  京都府内
を運行区域と
する公共ライ
ドシェア事業
等の運営主体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 地域公共
交通省エネ・
生産性向上推
進事業 

運行に係る事
業の継続を図
るために行う
省エネルギー
化又は生産性
向上に資する
事業であって
次に掲げるも
の。 
ただし、京都府
内の複数市町
村（平成 13 年
３月 31 日にお
ける市町村の
状態に応じた
もの。以下同
じ。）にまたが
る生活路線を
運行する中小
民鉄（以下単に
「中小民鉄」と
いう。）にあっ
ては、(1)に掲
げる事業を除
く。 
(1)燃費や安全
性を高めた車
両及び低燃費
タイヤ等の導
入（ただし、車
両については、
補助対象事業
者が燃費性能
を考慮して導
入した車両（自
動車メーカー
が低燃費性能
を有するとし
て選定した車
両に限る。）、低

京都府内の複数
市町村にまたが
る路線を運行す
る乗合バス事業
者、京都府内を
運行する公共ラ
イドシェア事業
等の運営主体及
び中小民鉄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助対象事業
の実施に要す
る経費（補助対
象事業の欄(1)
の事業につい
ては、１の車両
につき1,500万
円を上限とす
る。）とする。 
 ただし、次に
掲げる経費（知
事が必要と認
める経費を除
く）は対象外と
する。 
(1)人件費 
(2)個人給付的
な経費 
(3)(1)または
(2)に掲げるも
ののほか、補助
対象経費とし
て不適当と知
事が認める経
費 

令和８年４月
１日から令和
９年２月 28 日
まで（施行日を
記入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



燃費タイヤに
ついては、各タ
イヤメーカー
により「低燃費
性能」または
「ロングライ
フ性能」を有す
るとして選定
されたタイヤ
に限る。） 

(2)運行、乗
務員等の管理
等に関わるデ
ジタル・システ
ム化の導入 

(3)営業所等
における省エ
ネルギー化・生
産性向上に資
する機器・設備
導入 

(4)(1) か ら
(3)の事業のほ
か、知事が必要
と認める事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 労働環境
整備・改善推
進事業 

運行に係る事
業の継続を図
るために行う、
快適な職場環
境の形成等労
働環境改善に
資する事業で
あって次に掲
げるもの 
(1)快適な職
場環境を形成
するために必
要な施設整備、
備品購入等の
事業 
(2)長時間労
働の削減、有給
休暇の取得の
促進その他の
多様な働き方
の推進に必要
な事業 
(3)(1)または
(2)の事業のほ
か、知事が必要
と認める事業 
 
 
 
 

補助対象事業
の実施に要す
る経費とする。 
ただし、次に掲
げる経費（知事
が必要と認め
る経費を除く）
は対象外とす
る。 
(1)人件費 
(2)個人給付的
な経費 
(3)(1)または
(2)に掲げるも
ののほか、補助
対象経費とし
て不適当と知
事が認める経
費 
 
 
 
 
 
 
 



４ 住宅確保
対策事業 

運行に係る事
業の継続を図
るために行う、
従業員の住宅
又は夜勤対応
用宿舎等の確
保に資する事
業であって次
に掲げるもの 
(1)住宅の確保
に必要な整備、
備品の購入等
の事業 
(2)夜勤対応用
宿舎等の確保
に必要な整備、
備品の購入等
の事業 
(3)(1)または
(2)の事業のほ
か、知事が必要
と認める事業 

補助対象経費の
額の２分の１に
相当する額又は
補助対象経費の
額から国庫補助
金等の額を控除
した額のいずれ
か少ない額以内
の額とする。 
ただし、１戸に
つき 100 万円を
上限とする。 

令和７年 12 月
16 日から令和
９年２月 28 日
まで 

備考１ 補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。 
  ２ この表において「公共ライドシェア事業等」とは、法第４条の規定により許可を受けた旅客運送事

業、同法第 78 条第２号の規定によるもののうち道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）
第 49 条第１号の規定によるもの及び道路運送法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 40 号）
による改正前の道路運送法第 80条の規定により運行されている旅客運送事業のうち、乗合バス事業、
貸切バス事業、タクシー事業並びに公営企業事業を除いた事業をいう。 


